
証券コード：2708

東京都豊島区南大塚三丁目33番6号
ホテルベルクラシック東京
4階「フィガロ」の間

場所

2026年6月24日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

日時

定時株主総会 
招集ご通知

第79回
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
第６号議案 退任取締役に対する 

退職慰労金贈呈の件

決議事項

2026年6月23日（火曜日）午後5時20分到着分まで
インターネットまたは書面による議決権行使期限

議決権行使書用紙のQRコード®からスマートフォンで行使できます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用
意はございませんので、何卒ご理解賜りますよう
お願い申し上げます。



経営理念



株主の皆様へ
株主の皆様には平素から当社の事業へのご理解と格別のご高配を賜

り厚く御礼申し上げます。
当社の第79回定時株主総会を開催いたしますので、ご通知申し上げ

ます。

当期の日本経済は、円安の進行やさまざまなコストの上昇等の影響
が懸念されたものの企業業績は堅調に推移し、個人消費も緩やかに上
昇するなど景気は回復のトレンドにありました。訪日外国人旅行者数
は過去最高を記録し、外食・中食市場は集客面で好調に推移しました。
その結果、当社グループの業績も増収増益となりました。
第79期は中期経営計画第１フェーズの最終年度でした。第１フェー

ズは「事業基盤の再構築」をテーマとして、コロナ禍からの市場回復
に対応するとともに、新しいミッション・ビジョンを策定し、再成長
を目指して事業基盤確立のための諸施策を推進いたしました。
まず、関東への資源集中を推進し、主力となるフードサービス・観

光レジャー・中食惣菜の３市場のお客様とのお取り組みを強化すると
ともに、2025年10月には「斎藤商業株式会社」（千葉県鴨川市）をグ
ループ化いたしました。次に、業務改革プロジェクトを通じて社内業
務の仕組化とDX化を進めるとともに職場環境・体制の整備を行いまし
た。さらに、物流拠点の再整備を実施するとともに、物流戦略策定プ
ロジェクトを通じ、将来の物流に関するビジョンと計画の策定に着手
いたしました。
今後も原材料費の高騰が予想され、新たに中東情勢の緊迫により原

油価格の高騰や石油関連製品の供給不安も高まっておりますが、ミッ
ション・ビジョンの実現に向け、外食・中食市場の持続的な発展のた
めに日々業務に取り組んでまいります。

株主の皆様には引き続き倍旧のご高配、ご鞭撻を賜りますよう宜し
くお願い申し上げます。

株式会社 久 世
代表取締役社長

久世 真也
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株 主 各 位
東京都豊島区東池袋二丁目29番７号
株式会社 久 世
代表取締役社長 久 世 真 也

第79回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第79回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第79回定

時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.kuze.co.jp/ir/meeting/

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

※上記のウェブサイトにアクセスいただき、当社名または証券コード(2708)を入力・検索し、
「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択の上、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、
お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年６月23日（火曜日）午後５時20分までに議決権を行使し
てくださいますようお願い申し上げます。
［インターネット等による議決権行使の場合］
当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://soukai.mizuho-tb.co.jp/）にアクセスしていただき、同封の

議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご入力の上、画面の案内にしたが
って、議案に対する賛否をご入力ください。インターネットによる議決権行使に際しましては、４頁の「インタ
ーネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。
［郵送による議決権行使の場合］
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、上記の行使期限までに到着するようご返送くださ

い。
敬 具
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記

1. 日 時 2026年６月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場 所 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号

ホテルベルクラシック東京 ４階「フィガロ」の間
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 1. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人および監査役会の連結計算書類
監査結果報告の件

2. 第79期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）
計算書類内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役７名選任の件
第３号議案 監査役１名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

４. 招集にあたっての決定事項
（１）書面とインターネット等（「スマート行使」を含む。）により、二重に議決権を行使された場合は、

インターネット等（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたし
ます。また、インターネット等（「スマート行使」を含む。）によって複数回数議決権を行使された場
合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

（２）議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り
扱わせていただきます。

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げま
す。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記に掲載の各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。



詳細は次ページ
をご覧ください。

会 社 提 案
第1号
議　案

賛

否

第２号
議　案

下の候補
者を除く（ ）

賛

否

第３号
議　案

賛

否

第４号
議　案

賛

否

第５号
議　案

賛

否

第６号
議　案

賛

否

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書用紙の記載例

各議案の賛否をご表示ください。
【第１、３、４、５、６号議案】
賛成の場合：「賛」の欄に〇印
反対の場合：「否」の欄に〇印

【第2号議案】
全員賛成の場合：「賛」の欄に〇印
全員反対の場合：「否」の欄に〇印
一部の候補者を反対する場合：
 「賛」の欄に〇印をご表示の上、反対する候補者の番号をご記入ください。

議決権行使のご案内
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株主総会参考書類をご検討の上、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますよ
うお願い申し上げます。
株主総会ご出席による議決権行使 郵送による議決権行使 インターネット等による議決権行使

株主総会開催日時 行使期限 行使期限
2026年６月24日（水曜日）午前10時
＜受付は午前９時00分に開始いたします＞

2026年６月23日（火曜日）
午後５時20分到着分まで

2026年６月23日（火曜日）
午後５時20分まで

同封の議決権行使書用紙をご持
参いただき、会場受付にご提出
ください。
また、議事資料として本招集ご
通知をご持参くださいますよう
お願い申し上げます。
※代理人による議決権のご行使は、議
決権を有する株主の方１名に委任す
る場合に限られます。
なお、代理権を証明する書面のご提
出が必要となりますので、ご了承く
ださい。

同封の議決権行使書用紙に賛否
をご表示の上、行使期限までに
到着するようご返送ください。
議決権行使書面において、議案
に賛否の表示がない場合は、賛
成の意思表示をされたものとし
て取り扱わせていただきます。

スマートフォン等により議決権
行使書用紙のQRコードを読み取
るか、当社の指定する議決権行
使ウェブサイト(https://soukai.
mizuho-tb.co.jp/)にアクセス
し、画面の案内に従って議決権
をご行使ください。

【複数回行使された場合の議決権の取り扱い】
書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権
行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行
われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。



議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　
）
線
取
切
（

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

見 本

見 本

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル
 0120-768-524

（受付時間　年末年始を除く午前9時～午後9時）

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://soukai.mizuho-tb.co.jp/

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」の議決権行使は1回のみ。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ
遷移できます。
  

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。
2

「議決権行使コード」
を入力

「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。
3

「パスワード」
を入力

実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

インターネット等による議決権行使のご案内

4



株主総会参考書類
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議案および参考事項

第１号議案 剰余金の処分の件
剰余金の処分につきましては、将来対応を考えております諸投資の計画やキャッシュ・フローなどの事業環境

を総合的に勘案しつつ、安定配当を基本に置きながら弾力的に株主還元を図っていくものとし、配当性向は10％
〜15％程度を目標としております。
こうした考え方のもと、2026年３月期通期の業績に鑑み、期末配当を１株あたり４５円とさせていただきた

く存じます。

期末配当に関する事項

1
配当財産の種類
金銭

2
株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金 ４５円 総額 ２０８，１８２，４２０円

3
剰余金の配当が効力を生じる日
2026年６月25日
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第２号議案 取締役７名選任の件
取締役７名全員は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役７名の選任をお願い

いたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 当社における現在の地位および担当

１ 再 任
く ぜ けん きち

久世 健吉 取締役会長

２ 再 任
く ぜ しん や

久世 真也 代表取締役社長

３ 再 任
よし だ ひろ ゆき

吉田 弘之 専務取締役
営業本部管掌、商品本部管掌、ロジスティクス本部管掌

4 再 任
い で じょう じ

井出 譲二 取締役
コーポレートサポート本部管掌

5 新 任
よし むら よし き

吉村 芳記 経営戦略推進室長付

6 再 任
すず き か いち

鈴木 嘉一 社 外 取締役

7 再 任
い よく み わ こ

伊能 美和子
社 外

独 立
取締役
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候補者番号 1 久
く

世
ぜ

健
け ん

吉
き ち

（1945年８月30日生） 再 任

候補者の有する当社の株式数

475,625株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1970年４月 当社入社
1974年５月 当社専務取締役
1978年５月 当社代表取締役副社長
1990年４月 当社代表取締役社長
2010年６月 キスコフーズ株式会社取締役
2012年５月 久華世(成都)商貿有限公司董事長
2013年４月 久華世(成都)商貿有限公司董事
2017年６月 当社代表取締役会長
2024年６月 当社取締役会長（現任）

重要な兼職の状況
なし
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候補者番号 2 久
く

世
ぜ

真
し ん

也
や

（1972年９月27日生） 再 任

候補者の有する当社の株式数

291,750株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2002年10月 当社入社
2007年６月 当社取締役営業本部東京支店副支店長
2007年12月 当社取締役経営企画室長
2009年５月 当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
2009年７月 当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長
2010年６月 キスコフーズ株式会社代表取締役社長
2011年５月 KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長
2011年７月 当社取締役
2012年５月 久世(香港)有限公司董事（現任）
2014年４月 旭水産株式会社取締役（現任）
2014年６月 当社取締役副社長

キスコフーズ株式会社取締役
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役

2015年４月 当社取締役副社長兼営業本部長
久華世(成都)商貿有限公司董事

2015年８月 株式会社久世フレッシュ・ワン監査役
2016年３月 上海日生食品物流有限公司監事
2017年６月 当社代表取締役社長（現任）
2017年10月 上海日生食品物流有限公司董事
2019年６月 KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役（現任）
2020年５月 株式会社ジェフサ取締役
2023年 4 月 株式会社ジェフサ監査役（現任）
2023年６月 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役（現任）
2024年６月 キスコフーズ株式会社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況
キスコフーズ株式会社代表取締役社長
株式会社久世フレッシュ・ワン取締役
旭水産株式会社取締役
久世(香港)有限公司董事
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役
株式会社ジェフサ監査役
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候補者番号 3 吉
よ し

田
だ

弘
ひ ろ

之
ゆ き

（1967年10月18日生） 再 任

候補者の有する当社の株式数

900株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1990年４月 株式会社中埜酢店（現、株式会社 Mizkan Holdings）入社
2011年４月 当社入社海外事業部担当部長
2012年５月 久世(香港)有限公司董事
2013年１月 久華世(成都)商貿有限公司董事長総経理
2016年１月 上海日生食品物流有限公司董事
2016年８月 当社海外事業本部長兼マーケティング本部副本部長
2017年３月 久華世(成都)商貿有限公司董事長
2017年10月 上海日生食品物流有限公司董事長
2020年４月 当社経営企画室長
2021年４月 当社経営サポート本部副本部長兼経営企画部長
2021年６月 当社取締役経営戦略推進室長

キスコフーズ株式会社取締役（現任）
2022年４月 当社取締役営業本部管掌兼プラットフォーム事業部管掌
2023年６月 当社常務取締役営業本部管掌兼物流本部管掌兼プラットフォーム事業部管掌
2024年 6 月 当社専務取締役営業本部管掌兼物流本部管掌兼プラットフォーム事業部管掌

久華世(成都)商貿有限公司董事（現任）
上海日生食品物流有限公司董事（現任）

2025年 4 月 株式会社久世地域カンパニー（現、斎藤商業株式会社）代表取締役社長（現任）
2025年 6 月 当社専務取締役営業本部管掌兼商品本部管掌兼物流本部管掌兼プラットフォーム事業部管掌
2026年 4 月 当社専務取締役営業本部管掌兼商品本部管掌兼ロジスティクス本部管掌（現任）

重要な兼職の状況
キスコフーズ株式会社取締役
斎藤商業株式会社代表取締役社長
上海日生食品物流有限公司董事
久華世(成都)商貿有限公司董事
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候補者番号 4 井
い

出
で

譲
じょう

二
じ

（1973年11月27日生） 再 任

候補者の有する当社の株式数

200株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
2000年 9 月 株式会社プラザクリエイト入社
2009年 4 月 株式会社プラザクリエイト社長室長兼人事部長
2013年 9 月 当社入社
2016年 4 月 当社人事総務部長
2021年 4 月 株式会社東陽テクニカ入社
2024年 2 月 当社入社コーポレートサポート本部人事総務部専任部長
2024年 5 月 当社コーポレートサポート本部長
2025年 4 月 株式会社久世地域カンパニー（現、斎藤商業株式会社）取締役（現任）
2025年 6 月 当社取締役コーポレートサポート本部管掌（現任）

重要な兼職の状況
斎藤商業株式会社取締役

候補者番号 5 吉
よ し

村
む ら

芳
よ し

記
き

（1969年12月17日生） 新 任

候補者の有する当社の株式数

―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1993年 4 月 株式会社ミキハウス入社
2006年 3 月 アスクル株式会社入社
2015年 5 月 アスクル株式会社配送イノベーション部長
2022年 3 月 アスクル株式会社センターマネジメント統括部長
2023年 5 月 アスクル株式会社ロジスティクスプラットフォーム統括部長
2026年 4 月 当社入社経営戦略推進室長付（現任）

重要な兼職の状況
なし
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候補者番号 6 鈴
す ず

木
き

嘉
か

一
い ち

（1962年４月２日生）
再 任

社 外

候補者の有する当社の株式数

―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1985年４月 国分株式会社（現、国分グループ本社株式会社）入社
2010年４月 国分株式会社酒類統括部長
2011年１月 国分株式会社酒類統括部総括・育成商品担当部長兼開発商品担当部長
2012年１月 国分株式会社フードサービス事業部長
2014年１月 国分株式会社フードサービス事業部長兼物流事業部長
2015年１月 国分株式会社フードサービス事業部長兼低温フレッシュ・フードサー

ビス統括フードサービス担当部長兼物流統括部長
2016年１月 国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼

低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
2019年３月 国分グループ本社株式会社執行役員フードサービス事業部長兼グループ

戦略推進室長兼低温フレッシュ・フードサービス統括部フードサービス担当部長
国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼フ
ードサービス事業部長兼グループ戦略推進室長

2021年１月 国分グループ本社株式会社取締役執行役員経営統括本部副本部長兼マー
ケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長

2021年３月 国分グループ本社株式会社取締役常務執行役員経営統括本部副本部長兼
マーケティング・商品統括部長兼フードサービス統括部長兼戦略推進室長
国分首都圏株式会社取締役（現任）
国分西日本株式会社取締役（現任）

2022年６月 当社社外取締役（現任）
2023年３月 国分東北株式会社取締役（現任）

国分関信越株式会社取締役（現任）
国分フードクリエイト株式会社取締役（現任）

2025年 3 月 国分グループ本社株式会社取締役専務執行役員経営統括本部副本部長
（国内営業統括）（営業戦略統括部・卸統括部・フードサービス統括部
管掌）（現任）
国分ホールディングス株式会社取締役（現任）
国分北海道株式会社取締役（現任）
国分中部株式会社取締役（現任）
国分九州株式会社取締役（現任）
ロジストラスト・パートナーズ株式会社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
国分グループ本社株式会社取締役専務執行役員経営統括本部副本部長（国内営業統括）（営業戦略統括
部・卸統括部・フードサービス統括部管掌）
国分ホールディングス株式会社取締役
国分北海道株式会社取締役
国分東北株式会社取締役
国分関信越株式会社取締役
国分首都圏株式会社取締役
国分中部株式会社取締役
国分西日本株式会社取締役
国分九州株式会社取締役
国分フードクリエイト株式会社取締役
ロジストラスト・パートナーズ株式会社取締役

候補者番号 7 伊
い

能
よ く

美
み

和
わ

子
こ

（1964年10月11日生）
再 任

社 外 独 立

候補者の有する当社の株式数

―株

略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
1987年 4 月 日本電信電話株式会社（現、NTT株式会社）入社
1999年 7 月 株式会社NTTコミュニケーションズ（現、NTTドコモビジネス株式会社）入社
2004年 4 月 日本電信電話株式会社転籍
2012年 7 月 株式会社NTTドコモ転籍
2015年 8 月 株式会社ドコモgacco代表取締役社長
2017年 7 月 タワーレコード株式会社代表取締役副社長
2020年 1 月 東京電力ベンチャーズ株式会社入社

TEPCOライフサービス株式会社取締役
2020年 6 月 株式会社タカラトミー社外取締役（現任）

株式会社ヤマノホールディングス社外取締役
2020年12月 株式会社学研ホールディングス社外取締役（現任）
2022年 2 月 株式会社Yokogushist代表取締役（現任）
2022年 3 月 株式会社ギフティ社外取締役（現任）
2023年 8 月 ビーウィズ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
2025年 6 月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況
株式会社タカラトミー社外取締役
株式会社学研ホールディングス社外取締役
株式会社Yokogushist代表取締役
株式会社ギフティ社外取締役
ビーウィズ株式会社社外取締役（監査等委員）
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（注）1. 本議案が原案どおり承認された場合には、取締役における女性比率は14.3％（１名/７名）となります。
2. 取締役候補者 久世健吉氏は、当社との間に次の特別の利害関係があります。

当社は、同氏並びに同氏が代表取締役を兼任している株式会社パートナーとの間に、不動産賃貸借取引があります。
3. 取締役候補者 久世真也氏は、当社との間に次の特別の利害関係があります。

当社は、同氏が取締役を兼任し、かつ、同氏および同氏の近親者が合算して議決権の100％を直接保有する株式会社パー
トナーとの間に、不動産賃貸借取引があります。

4. 上記２および３を除き各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
5. 取締役候補者 鈴木嘉一氏、伊能美和子氏は社外取締役候補者であります。
6. 当社は、伊能美和子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が本総会にて取締役に選任さ

れた場合は、引き続き、同氏を独立役員とする予定であります。
7. 社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
（1）鈴木嘉一氏は、国分グループ本社株式会社の取締役専務執行役員経営統括本部副本部長として国内営業統括並びに営業

戦略統括部、卸統括部およびフードサービス統括部を管掌しております。これまでの経歴から専門性の高い知識と経験を
活かし、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および
経営監督の実現に貢献いただけると判断し社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、鈴木嘉一氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時を

もって４年となります。
（2）伊能美和子氏は、事業会社において企業内起業家として数多くの新規事業を立ち上げ、グループ会社の経営者としての

豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を生かし、経営の重要事項の決定および業務執行に対し、中立的・専
門的な見地からの監督・助言をいただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、伊能美和子氏は現在当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本定時株主総会の終結の時

をもって１年となります。
8. 当社は、社外取締役候補者である鈴木嘉一氏、伊能美和子氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第

1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最
低責任限度額となっております。本議案において鈴木嘉一氏、伊能美和子氏が再任された場合、期待された役割を充分に
発揮できるよう当該契約を継続する予定であります。

9. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役並びに当社の国内および海外子会社の役員を被保険者として会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年８月に更新をする予定です。本議案に
おいて、各氏の選任が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。

（1）補填の対象となる保険事故の概要
会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求さ
れた場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対象としています。
このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保
険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由が
あります。

（2）保険料は全額会社負担としております。
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第３号議案 監査役１名選任の件
監査役 和井田堯彦氏は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任を

お願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましてはあらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。

和井
わ い

田
だ

堯
た か

彦
ひ こ

（1942年５月22日生）
再 任

社 外 独 立

候補者の有する当社の株式数

―株

略歴、地位および重要な兼職の状況

1966年４月 キユーピー株式会社入社
1988年12月 同社研究所研究４部長
1994年９月 同社新製品企画室長
1997年２月 同社取締役新製品企画室長
2000年７月 同社取締役営業本部商品部長
2001年２月 同社常務取締役商品本部長
2005年２月 同社退社
2010年６月 当社社外監査役（現任）
2013年６月 キスコフーズ株式会社監査役（現任）

重要な兼職の状況
キスコフーズ株式会社監査役

（注）1. 候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。
2. 和井田堯彦氏は社外監査役候補者であります。
3. 当社は和井田堯彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、当社は引き

続き同氏を独立役員とする予定であります。
4. 社外監査役候補者和井田堯彦氏の選任理由について
(1) 同氏は、企業経営に対する幅広い見識と知識を有し、客観的立場から、経営の透明性、監査機能の強化を図るため、社外
監査役として適任と判断し、選任をお願いするものであります。

(2) 同氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は本総会の終結の時をもって16年となり
ます。

5. 当社は、社外監査役候補者である和井田堯彦氏との間に会社法第427条第1項の規定に基づき同法第423条第1項の損害賠
償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額
となっております。本議案において和井田堯彦氏が再任された場合、期待された役割を充分に発揮できるよう当該契約を継
続する予定であります。
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6. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役並びに当社の国内および海外子会社の役員を被保険者として会社法
第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年８月に更新をする予定です。本議案にお
いて、和井田堯彦氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被保険者となります。

(1) 補填の対象となる保険事故の概要
会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求さ
れた場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対象としています。このほか、現に
損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員
がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行
為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

(2) 保険料は全額会社負担としております。

（ご参考）本総会終了後の取締役および監査役のスキルマトリックス
本招集ご通知記載の候補者を原案どおりにご選任いただいた場合に当社が各取締役および各監査役に期待する主
な知見や経験は以下のとおりです。

企業経営
経営戦略

営業・
マーケテ
ィング

物流 商品開発
・調達

財務・
会計・
ファイナ
ンス

IT・
デジタル

人事・
労務・
人材開発

法務・
リスクマ
ネジメン

ト

ESG・
サステナ
ビリティ

国際性
グローバ
ル経験

取

締

役

久世 健吉 ● ●

久世 真也 ● ● ●

吉田 弘之 ● ● ● ● ● ●

井出 譲二 ● ● ● ● ● ●

吉村 芳記 ● ● ● ●

〇 鈴木 嘉一 ● ● ● ●

◎ 伊能 美和子 ● ● ● ● ●

監

査

役

後藤 明彦 ● ●

市川 明夫 ● ●

◎ 和井田 堯彦 ● ●

◎ 吉武 靖浩 ● ●
（注）このスキルマトリックスは、すべての知見や経験を表すものではありません。

◎は社外独立役員、〇は社外役員を示しております。
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第４号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役１名の選任をお願いするもの

であります。
なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すこ

とができるものとさせていただきます。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ています。
補欠監査役候補者は次のとおりです。

大
お お の

野 実
みのる

（1952年11月13日生）
社 外 独 立

候補者の有する当社の株式数

―株

略歴、地位および重要な兼職の状況

1977年 1 月 社会保険労務士大野事務所開業
2003年 4 月 社会保険労務士法人大野事務所設立

同社代表社員（現任）
2003年 9 月 株式会社デジタルガレージ監査役
2009年 4 月 青山学院大学大学院法学研究科兼任非常勤講師
2013年 5 月 東京都社会保険労務士会会長
2013年 6 月 全国社会保険労務士会連合会副会長
2013年12月 日本年金機構運営評議会委員
2015年 6 月 全国社会保険労務士会連合会参与
2017年 6 月 東京都社会保険労務士会会長
2017年 6 月 株式会社デジタルガレージ社外取締役（監査等委員）
2019年 6 月 全国社会保険労務士会連合会会長
重要な兼職の状況
社会保険労務士法人大野事務所代表社員

（注）1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 大野実氏は、補欠の社外監査役候補者です。
3. 大野実氏は、社会保険労務士大野事務所の代表社員として、また、他社において社外監査役および社外取締役として、長

年にわたる豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、同氏を補欠の社外監査役候補
者としております。

4. 大野実氏が社外監査役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定です。
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5. 大野実氏が社外監査役に就任した場合は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第425条第1項に
定める最低責任限度額を限度として会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

6. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役並びに当社の国内および海外子会社の役員を被保険者として会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、2026年８月に更新をする予定です。大野実氏
が社外監査役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者となります。

（1）補填の対象となる保険事故の概要
会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求さ
れた場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対象としています。
このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保
険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由が
あります。

（2）保険料は全額会社負担としております。



株主総会参考書類

18

第５号議案 取締役の報酬額改定の件
当社取締役の報酬額は、2007年6月27日開催の第60回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議い

ただき、今日に至っております。今後の経営体制の強化および社外取締役の増員などに備えることを考慮すると
ともに、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、取締役の報酬体系に新たに事業報告30頁記載の算
定方法による業績連動報酬（2027年3月期以後の各事業年度の業績を対象とするものとする）を導入し、固定報
酬と業績連動報酬とを合計した取締役の報酬限度額を年額300百万円以内（内社外取締役分は年額30百万円以
内）と改めさせていただきたいと存じます。
また、当社は取締役会において取締役の個人別報酬等の決定方針を決議しており、その概要は事業報告30頁に

記載のとおりであります。本議案に係る報酬等の額は、当該方針に沿うものであり相当なものであると判断して
おります。
取締役の員数は、第2号議案が原案どおり承認可決されますと、本総会終結の時から取締役は7名（内社外取締

役2名）となります。
なお、取締役の報酬限度額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたいと

存じます。

第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任されます加藤広忠氏に対し、在任中の功労に報いるため、当

社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期および方
法等については取締役会にご一任願いたいと存じます。
当社の退職慰労金は、役員退職慰労金支給規程に基づき算定し支給するものであるため、本議案の内容は相当

なものであると考えております。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

氏 名 略 歴

加
か
藤
とう

広忠
ひろただ

２００４年６月 当社取締役
２０１７年６月 当社常務取締役

現在に至る

以 上
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1. 企業集団の現況に関する事項
（1）当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果
当連結会計年度におけるわが国の経済は、トランプ関税による影響が懸念されたものの企業業績は堅調に推

移し、個人消費も力強さには欠けるものの緩やかに上昇し景気は回復のトレンドにありました。
しかしながら原材料価格の上昇や諸物価の高騰は継続しており、さらに２月下旬に勃発した米国・イスラエ

ルとイランとの紛争は未だ収束の見通しがつかず、ホルムズ海峡封鎖による原油価格の高騰や石油関連製品の
供給不安が各産業で高まっており、景気の先行きは不透明な状況にあります。
当社グループが事業活動の中心としております外食・中食市場につきましては、訪日外国人旅行者数が過去

最高を記録し、インバウンド消費の好調や法人需要の回復もあり、さらに身近な贅沢としての外食需要も高ま
って引き続き集客面は好調に推移しました。一方で仕入価格の高騰や慢性的な人手不足は続いており、今後の
業界の懸念材料となっております。
当社グループはこのような状況の中、中期経営計画の第１フェーズの最終年度にあたり、下記の諸施策を推

進いたしました。営業開発部の体制を強化し首都圏を中心に市場開拓を進め、2025年10月には「斎藤商業株
式会社」（千葉県鴨川市）をグループ化いたしました。また、社内業務の仕組化や職場環境・体制の整備を行
い、課題である物流の効率化・最適化のための物流拠点再整備に取り組むとともに、中小受託取引適正化法・
物流効率化法等の法改正への対応も進めてまいりました。なお、2025年11月に経済産業省のＤＸ認定を取得
いたしました。ＥＣ事業では大手プラットフォーマーとの協業を推進したほか、2025年11月に新しい自社Ｅ
Ｃサイト「プロデポ」を正式オープンいたしました。
その結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高735億３百万円（前年同期比7.2％増）、営業利益

は21億99百万円（前年同期比19.1％増）、経常利益は23億51百万円（前年同期比7.3％増）、親会社株主に帰
属する当期純利益は17億58百万円（前年同期比0.2％増）となりました。
連結業績

売上高 営業利益

735億3百万円
前期比 7.2％

21億99百万円
前期比 19.1％

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

23億51百万円
前期比 7.3％

17億58百万円
前期比 0.2％
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セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。第１四半期連結会計期間より、報告セグメント区分
を変更しており、比較・分析は、変更後の区分に基づいております。
(食材卸売事業)
当セグメントにおきましては、人手不足や原材料価格の高騰に対応し、コスト改善につながる商品の提案を

行い、お客様の課題解決に努めました。また、グループの生鮮卸会社２社は、粗利の改善に取り組み収益の確
保に努めました。その結果、売上高は664億33百万円（前年同期比7.4％増）、セグメント利益（営業利益）
は25億60百万円（前年同期比6.0％増）となりました。
(食材製造事業)
当セグメントにおきましては、主に連結子会社キスコフーズ株式会社が食材製造を行っております。需給バ

ランスの変化による原材料価格の高騰や、円安の継続により仕入れコストは上昇しましたが、原料購買の見直
しや、製造工程の改善で生産性向上を図り、製造原価抑制に努めました。また、お客様へ積極的な商品提案を
行い業績の向上を図りました。その結果、売上高は69億20百万円（前年同期比5.0％増）、セグメント利益
（営業利益）は８億69百万円（前年同期比96.5％増）となりました。
② 設備投資の状況
当連結会計年度において、当社および連結子会社が業容拡大のために実施いたしました設備投資の総額は３

億48百万円であり、その主な内訳は、食材卸売事業２億５百万円、食材製造事業58百万円であります。
③ 資金調達の状況
当連結会計年度における設備投資に伴う資金は、自己資金にて充当いたしました。なお、当社は運転資金の

効率的な調達を行うため、取引金融機関３行との間でコミットメントライン契約を締結しております。当連結
会計年度末におけるコミットメントラインの総額は30億円で借入実行残高はありません。
④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲り受けの状況
当連結会計年度において、当社の子会社である株式会社久世地域カンパニーが、斎藤商業株式会社の業務用

食品卸売事業を譲り受け、商号を「斎藤商業株式会社」に変更いたしました。
⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。
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⑧ 対処すべき課題
当社グループは「持続可能で質的な成長」を果たすために、中期経営計画の実行に向け尽力してまいりま

す。計画を実行するにあたり、下記を対処すべき課題として認識しております。
ⅰ)物流環境の変化への対応

当社グループは、今後の成長のために物流キャパシティの確保と物流の環境改善、物流に関わる人財の採
用や育成などが課題となっています。当連結会計年度も物流の効率化・最適化のための物流拠点再整備を進
めましたが、今後もお客様の要望にお応えし、基本的業務の見直しや作業環境の改善はもとより、配送の多
様化や、庫内業務と配送の生産性向上、さらに物流のDX化に取り組み、中期的には物流センターへの投資
も視野に入れ、物流環境の変化に対応すべきと考えています。

ⅱ)人財の確保と育成および働く環境の改善
今後、さらに少子高齢化が進み、生産年齢人口の減少により採用環境は益々厳しくなるものと予想してお

ります。当社では2025年4月にMission、Vision、Value等からなる新しい経営理念を策定いたしました
が、この理念を実現すべく、新たに「人事方針」「人財方針」「育成方針」を定めました。同方針に基づき社
員のキャリアプランの明確化と評価の適正化を進めるとともに、人財の採用・定着・育成・評価の制度の充
実を図ってまいります。また、今後も「業務改革ＰＪ」を通じ、職場の環境改善も継続して進めてまいりま
す。

ⅲ)あらゆるコストの上昇に対する対応
昨今、燃料費等の物流関連費用をはじめ、原材料価格や人件費、水光費などあらゆるコストが上昇してお

ります。さらに中東情勢の先行きが不透明な状況にあり資材の価格高騰や供給不安が新たなリスクと認識さ
れております。当社は、これら費用の吸収に努めるとともに、物流インフラや食材・資材の安定的な確保に
努め、お客様への確実な商品供給を第一に対応してまいります。

ⅳ)グループ力の結集と新たな事業展開
当社グループは業務用食材卸売業を中心に、製造事業、生鮮事業や海外輸出にも力を入れておりますが、

お客様である外食・中食市場の課題やニーズはこれまでになく多様化、高度化しており、グループ内に保有
する多くの接点からお客様の課題解決と価値向上に応えたいと考えております。既存事業に加え、ＥＣ事
業・物流受託事業などを通じ、さらなるビジネスチャンスの掘り起こしを進めてまいります。

ⅴ)DX化への対応
当社グループは、お客様の利便性向上と社内の業務効率を高めるために、DX化の推進が必要であると認

識しております。お客様との相互コミュニケーションを図るためのプラットフォームである「KUZEX」を
さらに進化させるとともに、今後も社内での議論を通じ、DX化の推進を図ってまいります。なお、2025年
11月に経産省のDX認定を取得しております。

ⅵ)大規模災害並びにサイバー攻撃に対する対応
当社グループは、事業継続に大きな影響を及ぼす大地震・大規模風水害等の自然災害時の対応や、昨今深

刻化する外部からのサイバー攻撃に対し、発生時の影響を最小限に抑えるためにBCPを策定し備えを強化し
ております。サイバー攻撃に関しては、外部攻撃に対応するシステム上の強化策を講じるとともに、研修等
を通じた社員の意識向上とスキルアップに努めてまいります。
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21.4％
26.8％

34.5％
39.1％ 1株当たり当期純利益　　　1株当たり純資産

売上高 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

総資産 1株当たり当期純利益／1株当たり純資産

第76期 第77期 第76期 第77期 第76期 第77期

第76期 第77期 第76期 第77期 第76期 第77期

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：円）

（単位：百万円）

第78期 第78期 第78期

第78期 第78期 第78期

第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

純資産／自己資本比率
（単位：百万円）

純資産　　　 自己資本比率

961.13

181.01

4,446

20,794

56,460

900 832

24,863

64,474
1,939 2,008

1,441.45

434.08

6,668

22,969

68,568
2,191

1,754

7,919
1,711.91

379.35

2,089.27

380.20

24,722

73,503
2,351

1,758

9,665
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（2）財産および損益の状況
① 企業集団の財産および損益の状況の推移

区 分 第 76 期
（2023年３月期）

第 77 期
（2024年３月期）

第 78 期
（2025年３月期）

第 79 期
（2026年３月期）

売 上 高 （百万円） 56,460 64,474 68,568 73,503
経 常 利 益 （百万円） 900 1,939 2,191 2,351

親会社株主に帰属する当期純利益 （百万円） 832 2,008 1,754 1,758

１株当たり当期純利益 （円） 181.01 434.08 379.35 380.20

総 資 産 （百万円） 20,794 24,863 22,969 24,722
純 資 産 （百万円） 4,446 6,668 7,919 9,665
１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 961.13 1,441.45 1,711.91 2,089.27
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純資産　　　 自己資本比率 1株当たり当期純利益　　　1株当たり純資産

売上高 経常利益 当期純利益

総資産 純資産／自己資本比率 1株当たり当期純利益／1株当たり純資産

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：円）

710

16,199

44,651

2,399
518.64

154.61

664

1,673
51,599

1,495

19,301

910.37
361.68

4,211

29.8％

1,359

56,170 2,010

18,107

1,164.52

293.85

5,387

第76期 第77期 第76期 第77期 第76期 第77期第78期 第78期 第78期第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

第76期 第77期 第76期 第77期 第76期 第77期第78期 第78期 第78期第79期
（当期）

第79期
（当期）

第79期
（当期）

6,565 

34.6％

1,419.22

267.36

1,236
1,554

61,516

18,967

21.8％

14.8％
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② 当社の財産および損益の状況の推移

区 分 第 76 期
（2023年３月期）

第 77 期
（2024年３月期）

第 78 期
（2025年３月期）

第 79 期
（2026年３月期）

売 上 高 （百万円） 44,651 51,599 56,170 61,516

経 常 利 益 （百万円） 664 1,495 2,010 1,554

当 期 純 利 益 （百万円） 710 1,673 1,359 1,236

１株当たり当期純利益 （円） 154.61 361.68 293.85 267.36

総 資 産 （百万円） 16,199 19,301 18,107 18,967

純 資 産 （百万円） 2,399 4,211 5,387 6,565

１ 株 当 た り 純 資 産 （円） 518.64 910.37 1,164.52 1,419.22
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（3）重要な親会社、子会社および関連会社の状況
① 親会社の状況

該当事項はありません。
② 子会社および関連会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
（子会社）

キ ス コ フ ー ズ 株 式 会 社
百万円 ％

ブイヨン、スープ、ソース等の製造販売100 100.0

株式会社久世フレッシュ・ワン
百万円 ％

生鮮野菜および農産物の販売30 100.0

旭 水 産 株 式 会 社
百万円 ％ 水産物の仕入・販売並びに加工食品の開

発および販売50 100.0

斎 藤 商 業 株 式 会 社
百万円 ％

業務用食品卸売50 90.0

久 世 （香 港） 有 限 公 司
百万HK$ ％

海外事業における情報収集８ 100.0

KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED
百万NZ$ ％

ソース類の製造6 100.0
［100.0］

（重要な関連会社）

上 海 日 生 食 品 物 流 有 限 公 司
百万US$ ％

業務用食品卸売、輸出入、物流、倉庫、
仕入品簡易加工

1 20.0
［20.0］

久 華 世 （成 都） 商 貿 有 限 公 司
百万元 ％

業務用食品卸売、輸出入、物流、倉庫、
仕入品簡易加工7 20.0

［20.0］
（注）1.「議決権比率」欄の[内書]は、間接所有であります。

2. キスコフーズ株式会社は、2025年11月１日付で減資を行い、資本金が減少しております。
3. 斎藤商業株式会社は、非連結子会社であります。
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（4）主要な事業内容
外食産業向け食材等の卸売事業、ブイヨン、スープ、ソース等の製造販売事業

（5）主要な営業所等
① 当社

本社 東京都豊島区東池袋二丁目29番７号
西東京支店 （東京都豊島区） 東東京支店 （東京都豊島区）
横浜支店 （神奈川県横浜市）
戸田ＤＣ （埼玉県戸田市） 第二戸田ＤＣ（埼玉県戸田市）
横浜ＤＣ （神奈川県横浜市） 第二横浜ＤＣ（神奈川県厚木市）
藤沢ＤＣ （神奈川県藤沢市） 千葉ＤＣ （千葉県千葉市）
大阪天保山ＤＣ（大阪府大阪市） 蓮田ＤＣ （埼玉県蓮田市）
厚木ＤＣ （神奈川県厚木市）

② 主要な連結子会社および関連会社
（連結子会社）
キスコフーズ株式会社 （東京都豊島区）
株式会社久世フレッシュ・ワン （東京都豊島区）
旭水産株式会社 （東京都江東区）
久世（香港）有限公司 （香港）
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED（ニュージーランド）
（重要な関連会社）
上海日生食品物流有限公司 （中国）
久華世（成都）商貿有限公司 （中国）
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（6）従業員の状況
① 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

649名 35名増
（注）1. 上記従業員数には、嘱託社員54名を含んでおります。

2. 上記従業員の他、臨時雇用者345名（１日１人7.8時間換算）を雇用しております。

② 当社の従業員の状況

区 分 従 業 員 数 前期末比増減 平 均 年 齢 平均勤続年数

合計または平均 395名 18名増 42.7歳 10.9年
（注）1. 上記従業員数には、子会社他よりの出向受入者４名、嘱託社員31名を含んでおります。

2. 上記従業員の他、子会社他に出向者10名がおります。
3. 上記従業員の他、臨時雇用者256名（１日１人7.8時間換算）を雇用しております。

（7）主要な借入先
借 入 先 借 入 金 残 高

株 式 会 社 静 岡 銀 行 545百万円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 542百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 306百万円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 256百万円

株 式 会 社 横 浜 銀 行 50百万円



事業報告

その他の法人
31.71%

金融機関
3.79%

金融商品取引業者
1.03%

外国法人等
0.35%

個人・その他
63.12%所有者別

株式分布状況

27

2. 株式に関する事項
① 発行可能株式総数 12,000,000株

② 発行済株式総数 4,626,327株

③ 株 主 数 5,443名（前期末比642名増）

④ 大 株 主（上位10位）

株 主 名 持 株 数 持株比率
国 分 グ ル ー プ 本 社 株 式 会 社 924,945株 19.99％
久 世 健 吉 475,625株 10.28％
久 世 真 也 291,750株 6.30％
久 世 純 子 217,800株 4.70％
株 式 会 社 パ ー ト ナ ー 143,800株 3.10％
久 世 社 員 持 株 会 143,525株 3.10％
株 式 会 社 ト ー ホ ー 135,000株 2.91％
久 世 将 寛 130,500株 2.82％
久 世 晃 介 128,100株 2.76％
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 125,000株 2.70％
株 式 会 社 極 楽 湯 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 125,000株 2.70％

（注） 持株比率は自己株式（51株）を控除して計算しております。

3. 新株予約権等に関する事項
① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。
② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。
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4. 会社役員に関する事項
① 取締役および監査役の状況（2026年３月31日現在）
地 位 氏 名 担 当 重要な兼職の状況

取 締 役 会 長 久 世 健 吉

代表取締役社長 久 世 真 也

キスコフーズ㈱代表取締役社長
㈱久世フレッシュ・ワン取締役
旭水産㈱取締役
久世(香港)有限公司董事
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED取締役
㈱ジェフサ監査役

専 務 取 締 役 吉 田 弘 之
営業本部管掌、商品
本部管掌、物流本部
管掌、プラットフォ
ーム事業部管掌

キスコフーズ㈱取締役
斎藤商業㈱代表取締役社長
上海日生食品物流有限公司董事
久華世(成都)商貿有限公司董事

常 務 取 締 役 加 藤 広 忠
久世グループ
ヒューマンリソース
管掌

キスコフーズ㈱取締役
㈱久世フレッシュ・ワン監査役
旭水産㈱取締役
久世(香港)有限公司董事長

取 締 役 井 出 譲 二 コーポレートサポー
ト本部管掌 斎藤商業㈱取締役

取 締 役 鈴 木 嘉 一

国分グループ本社㈱取締役専務執行役員経営統括本部副本
部長（国内営業統括）（営業戦略統括部・卸統括部・フード
サービス統括部管掌）
国分ホールディングス㈱取締役
国分北海道㈱取締役
国分東北㈱取締役
国分関信越㈱取締役
国分首都圏㈱取締役
国分中部㈱取締役
国分西日本㈱取締役
国分九州㈱取締役
国分フードクリエイト㈱取締役
ロジストラスト・パートナーズ㈱取締役

取 締 役 伊 能 美和子

㈱タカラトミー社外取締役
㈱学研ホールディングス社外取締役
㈱Yokogushist代表取締役
㈱ギフティ社外取締役
ビーウィズ㈱社外取締役（監査等委員）

常 勤 監 査 役 後 藤 明 彦
常 勤 監 査 役 市 川 明 夫 斎藤商業㈱監査役
監 査 役 和井田 堯 彦 キスコフーズ㈱監査役
監 査 役 吉 武 靖 浩 メインストリート・アドバイザリー合同会社代表社員
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（注）1. 取締役鈴木嘉一氏、伊能美和子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役和井田堯彦氏、吉武靖浩氏は社外監査役であります。
3. 常勤監査役である後藤明彦氏は、当社および関係会社の経理部門等での業務経験を豊富に有し、財務および会計に関する

相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、取締役伊能美和子氏および監査役和井田堯彦氏、監査役吉武靖浩氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員

として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 責任限定契約の内容の概要

当社が定款に基づき取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役の全員と締結した責任限定契約の内容の
概要は以下のとおりになります。
取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）および監査役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任については、
取締役および監査役の職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に規定する最低責任限
度額をもって、損害賠償責任の限度としております。

6. 当社は、保険会社との間で、当社の取締役および監査役並びに当社の国内および海外子会社の役員を被保険者として会社
法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。

（1）補填の対象となる保険事故の概要
会社の役員としての業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求さ
れた場合に、それによって役員が被る損害（法律上の損害賠償金、争訟費用）を補償対象としています。
このほか、現に損害賠償請求がなされていなくても、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保
険者である役員がそれらに対応するために要する費用も補償対象としています。
ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由が
あります。

（2）保険料は全額会社負担としております。

② 取締役の個人別報酬等の決定方針
当社は、2021年２月22日の取締役会において、取締役の個人別報酬等の決定方針を決議しております。

その決定方針の内容は以下のとおりです。
1. 基本方針
当社の取締役の報酬は、当社および当社グループが「頼れる食のパートナー」として持続的な成長と中長

期的な企業価値の向上を図れるよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準と
することを基本方針とする。具体的には、各取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬にて支払うことと
しつつ、今後の当社を取り巻く事業環境の変化に応じて、業績連動報酬等や非金銭報酬等を含めた報酬体系
への移行を検討していく。なお、社外取締役の報酬は、客観的立場に基づき当社経営に対する監督および助
言を行うという役割を考慮し、月例の固定報酬のみを支給する。
2. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針
も含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を
与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
当社は、現時点では業績連動報酬等および非金銭報酬等については、採用しないこととする。

4. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合
の決定に関する方針
上記のとおり、当社は、現時点では業績連動報酬等および非金銭報酬等について採用しないことから、金

銭報酬のみである。
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5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け

るものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額とする。
上記委任をうけた代表取締役社長は、社外取締役の客観的立場に基づく助言を受け、客観性と妥当性を考

慮し決定する。

以上の決定方針と株主総会でご承認いただきました報酬限度額の範囲内で、役員報酬内規等の一定の基準を
基に2025年６月26日開催の取締役会において取締役個別の報酬額の算出の授権を受けた代表取締役社長久世
真也が決定しております。
なお、代表取締役社長久世真也に委任した理由は、当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況

等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に取締役の報酬額を決定できると判断したためであります。

また、当社は、2026年3月25日開催の取締役会において、取締役の個人別報酬等の決定方針の内容を一部
変更し、新たに決議しております。変更点は次のとおりになります。なお、新たな取締役の個人別報酬等の決
定方針は、第80期（2026年4月1日から2027年3月31日）以降の報酬に適用するものとします。
1. 基本方針
・取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬および業績連動報酬により構成します。

3. 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を
与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
・業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績を反映した現金報酬として支
給します。これは、事業年度毎の純利益を指標とし、業績に連動して支給します。なお、支給対象者は、常
勤取締役を対象とし、非常勤取締役は対象外とします。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受け
るものとし、その権限の内容は、各取締役の種類別の報酬割合、基本報酬の額および業績連動報酬の額とし
ます。

③ 会社役員の報酬等の額

区 分 支 給 人 員 報 酬 等 の 額 摘 要
取 締 役 9名 190百万円 内社外3名8百万円
監 査 役 4名 40百万円 内社外2名12百万円

合 計 13名 230百万円
（注）1. 2007年６月27日開催の第60回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用

人給与は含まない）、2025年６月26日開催の第78回定時株主総会において、監査役の報酬額は年額50百万円以内とご決
議いただいております。当該決議に係る取締役の員数は８名、監査役の員数は４名であります。

2. 上記報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額10百万円（取締役９名に対し８百万円、う
ち社外取締役３名に対し０百万円、監査役４名に対し１百万円、うち社外監査役２名に対し０百万円）を含んでおります。
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連結貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額

（資産の部）
流動資産 17,131

現金及び預金 4,334
売掛金 8,081
商品及び製品 3,523
原材料及び貯蔵品 609
その他 667
貸倒引当金 △85

固定資産 7,591
（有形固定資産） 3,073

建物及び構築物 1,285
機械装置及び運搬具 580
土地 1,002
建設仮勘定 10
その他 193

（無形固定資産） 294
ソフトウエア 206
その他 87

（投資その他の資産） 4,223
投資有価証券 1,976
関係会社出資金 149
敷金及び保証金 509
保険積立金 1,354
繰延税金資産 105
その他 419
貸倒引当金 △290
資産合計 24,722

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 13,121

買掛金 10,082
１年内返済予定の長期借入金 650
未払金 1,234
未払法人税等 334
未払消費税等 45
賞与引当金 356
その他 417

固定負債 1,935
長期借入金 1,050
繰延税金負債 267
役員退職慰労引当金 244
退職給付に係る負債 229
資産除去債務 102
その他 41
負債合計 15,057

（純資産の部）
株主資本 8,842
資本金 100
資本剰余金 999
利益剰余金 7,742
自己株式 △0
その他の包括利益累計額 823
その他有価証券評価差額金 881
為替換算調整勘定 △70
退職給付に係る調整累計額 11

純資産合計 9,665
負債・純資産合計 24,722
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連結損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 73,503
売上原価 56,151
売上総利益 17,352

販売費及び一般管理費 15,153
営業利益 2,199

営業外収益
受取利息 4
受取配当金 21
受取事務手数料 87
為替差益 19
持分法による投資利益 9
その他 63 206

営業外費用
支払利息 25
支払手数料 28
その他 0 54
経常利益 2,351

特別利益
固定資産売却益 0
投資有価証券売却益 37 37

特別損失
固定資産除却損 1 1
税金等調整前当期純利益 2,388
法人税、住民税及び事業税 671
法人税等調整額 △42 629
当期純利益 1,758
親会社株主に帰属する当期純利益 1,758
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貸借対照表（2026年３月31日現在） （単位：百万円）
科 目 金 額

（資産の部）
流動資産 12,594
現金及び預金 2,688
売掛金 7,085
商品 2,224
貯蔵品 2
前払費用 106
未収入金 463
その他 53
貸倒引当金 △29

固定資産 6,373
（有形固定資産） 1,447
建物 572
構築物 7
機械及び装置 0
工具、器具及び備品 108
土地 738
リース資産 12
建設仮勘定 6

（無形固定資産） 199
借地権 36
ソフトウェア 141
その他 22

（投資その他の資産） 4,726
投資有価証券 1,897
関係会社株式 614
長期貸付金 472
破産更生債権等 143
長期前払費用 6
敷金及び保証金 426
保険積立金 1,312
その他 27
貸倒引当金 △174

資産合計 18,967

科 目 金 額
（負債の部）
流動負債 11,415
買掛金 9,358
１年内返済予定の長期借入金 450
リース債務 6
未払金 960
未払費用 197
未払法人税等 141
未払消費税等 19
前受金 2
預り金 51
賞与引当金 205
その他 21

固定負債 986
長期借入金 250
リース債務 7
繰延税金負債 241
退職給付引当金 190
役員退職慰労引当金 192
資産除去債務 92
その他 11
負債合計 12,402

（純資産の部）
株主資本 5,686
資本金 100
資本剰余金 1,042
資本準備金 566
その他資本剰余金 476
利益剰余金 4,543
利益準備金 15
その他利益剰余金 4,528
別途積立金 1,110
繰越利益剰余金 3,418

自己株式 △0
評価・換算差額等 879

その他有価証券評価差額金 879
純資産合計 6,565
負債・純資産合計 18,967
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損益計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）
科 目 金 額

売上高 61,516
売上原価 48,108
売上総利益 13,407

販売費及び一般管理費 12,171
営業利益 1,235

営業外収益
受取利息 9
受取配当金 46
為替差益 1
受取事務手数料 104
貸倒引当金戻入益 154
その他 40 356

営業外費用
支払利息 9
支払手数料 28 37
経常利益 1,554

特別利益
投資有価証券売却益 37 37

特別損失
固定資産除却損 0 0
税引前当期純利益 1,592
法人税、住民税及び事業税 396
法人税等調整額 △41 355
当期純利益 1,236
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

株式会社 久 世

取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 秀 仁
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鯉 沼 里 枝

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社久世の2025年４月１日から2026年３月31日までの連結会計

年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行
った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社久世

及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示し
ているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、
また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に

対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結

計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか

どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

• 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業
の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は
継続企業として存続できなくなる可能性がある。

• 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。

• 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するた
めに、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。
監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

株式会社 久 世

取 締 役 会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 秀 仁
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 鯉 沼 里 枝

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社久世の2025年４月１日から2026年３月31日までの第

79期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以
下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等

に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法

人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人とし
てのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。

また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対

して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書

類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが

求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど

うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断

を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
• 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、
実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。

• 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

• 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する
注記事項の妥当性を評価する。

• 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企
業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の
前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

• 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとと
もに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表
示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不

備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許
容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書
監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第79期事業年度の取締役の業務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり提出いた
します。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１） 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
（２） 各監査役は、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の

収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じ

て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
また、子会社については、子会社の取締役会へ出席し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、
必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社
及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び
第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意
見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が
適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算
書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
注記表）について検討いたしました。
２． 監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報

告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、監査役会としては、今後
も内部統制システムの強化が不断に図られるよう取締役会の対応を注視してまいります。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月27日
株式会社 久 世 監査役会

常勤監査役 後 藤 明 彦 ㊞
常勤監査役 市 川 明 夫 ㊞
社外監査役 和井田 堯 彦 ㊞
社外監査役 吉 武 靖 浩 ㊞

以 上



「関東集中」の
取り組み

当社グループは「関東における事業基盤強化」を基本施策の一
つとしています。千葉県房総地域は、首都圏の経済圏に属しな
がらも、豊富な自然資産に恵まれ、今後の日本における都市部
と周辺地域の相互関係や、一次産業の活性化、魅力ある地域
のブランド性などの観点から、重要なエリアであると認識してい
ます。
2025年10月に当社グループに迎えた斎藤商業は、房総地域
で長年にわたり業務用食材卸売業を展開してきた企業です。斎
藤商業の歴史と信頼、そして人財を当社グループが継承し、房
総地域へ物流ネットワークを拡充しています。千葉県のお客様
と共に食を通じた地域創生・活性化に取り組み、当社グループ
のミッションである「食の力で、想いをつなぐ。」を形にしていき
ます。

ご参考

千葉県の斎藤商業株式会社を当社グループに迎え、 
「食の力で、想いをつなぐ。」を形にしていきます。

斎藤商業株式会社
千葉県鴨川市坂東 81－1
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「 低温真空調理  
豚たんスライス1.8㎜」

ご参考

「低温真空調理 豚バラブロック」

新商品の紹介

「 低温真空調理  
鶏むねスライス3.5㎜」

当社のプライベートブランド 
「makeit」「Dolceze」より 
六つの新商品を発売しました。

「 絞れる 
モンブランクリーム 抹茶」

「 じゃりじゃり抹茶ロール」

「 クラシックプリン80g」
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ネットで簡単に注文できる 
仕入れ専門のプロ向けECサイト「プロデポ」を 
2025年11月に正式オープンしました。

プロデポは飲食店向けに厳選した業務用食材を簡単便利にお届けするECサイトです。当社の機能を補完し、デジタル
化によりお客様の利便性を向上させ、物流環境の変化に対応するため、業務用食材の専門ECサイトを開設しました。
今後、機能の向上を進めると共にお客様との接点を増やし、リアルとデジタルが融合した当社独自の販売ネットワーク
の構築を検討していきます。
プロデポの「プロ」は「Appropriate Time（適切な時に）」「Proper Quantities（適切な量を）」「For Professional Use

（プロ向けに）」お届けするという意味を込めています。業務用食材はもちろん、備品・消耗品まで幅広く商品を取り揃
え、適時適量をお届けします。
プロデポは飲食店だけでなく一般のお客様もご利用いただけます。前ページでご紹介した新商品をはじめ、当社のプ
ライベートブランド商品もご購入いただけます。下記QRコードよりぜひご利用ください。

ECサイトの開設

ご参考

https://prodepot.kuze.co.jp/
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お客様満足と生産性を向上し、 
人にしかできない価値ある仕事に専念できるように 
DXを推進しています。

DX認定の取得

ご参考

顧客情報集約プラットフォーム 
「Smart Connect」を構築

2025年
  4月

お客様との相互コミュニケーションの
プラットフォーム「KUZEX」を構築2022年

経済産業省が定める 
DX認定制度に基づく 

「DX認定事業者」としての認定を取得

2025年
  11月
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スポーツを通じて、豊島区の活性化、スポーツ人材の育成、 
次世代を担う若者への機会の創出を支援しています。

当社は創業の地である豊島区への地域貢献に積極的に取り組んでいます。取り組みの一つとして、豊島区をホーム 
タウンとするスポーツチーム「エリース豊島FC」「CHANGE RAPTURES」「IKEBUKURO DROPS」とパートナー契約を
締結しています。
エリースは関東サッカーリーグ1部に所属し、Jリーグ参入を目指して挑戦を続けています。当社は食を通じて選手の 
モチベーションアップに貢献すべく、昨シーズン活躍した選手1名に「久世賞」として新米1年分を贈呈しました。また、
エリースが主催するフットサル大会に出場し、社員とエリースの交流を深めています。
RAPTURESはプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦しています。2026年3月の当社展示会にLiN様とAkkey様にご
来場いただき、試食を楽しんでいただきました。
DROPSは3×3（3人制バスケットボール）のプロチームです。2026年４月にスポンサー契約を締結しました。DROPS
の選手は当社のロゴが入ったユニフォームを着用し、プロリーグの試合に出場するほか、地域の小学生・中学生への
バスケットボール指導等の活動を行う予定です。

豊島区への 
地域貢献

ご参考

エリース主催のフットサル大会 RAPTURESが当社展示会に来場
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みずほ銀行
　大塚支店

ロイヤルホスト

空蝉橋
うつせみばし

向原交差点

巣鴨小

至巣鴨

JR山手線

JR 大塚駅
交番 大塚駅前駅

北口

南口至池袋

至池袋

向原駅

都電荒川線

西巣鴨中

東京メトロ
　丸ノ内線 新大塚駅

都立大塚病院

至後楽園

三菱UFJ銀行
大塚支店ホテル

ベルクラシック
東京

株主総会会場ご案内図
■ 日 時 2026年６月24日（水曜日）
■ 会 場 東京都豊島区南大塚三丁目33番６号

ホテルベルクラシック東京 ４階「フィガロ」の間
電話 03−5950−1200（代表）

■ 交 通 JR山手線 大塚駅 南口より 徒歩約２分
都電荒川線 大塚駅前駅より 徒歩約２分
東京メトロ丸ノ内線 新大塚駅より徒歩約７分

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

＜株主の皆様へのお願い＞
会場での配慮が必要な方は、2026年6月16日（火）までに、03-3987-0018 代表（土日祝日を除く8：30〜
17：20）までご連絡いただきますようお願い申し上げます。なお、本総会会場内に車いす専用スペースを設けてお
ります。



電子提供措置の開始日 2026年６月２日

第79回定時株主総会
その他の電子提供措置事項
（交付書面省略事項）

社 外 役 員 に 関 す る 事 項
会 計 監 査 人 の 状 況
業務の適正を確保するための体制
業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表
（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社 久 世
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社外役員に関する事項
・重要な兼職先である他の法人等と当社の関係

社外取締役鈴木嘉一氏の兼職先である国分グループ本社㈱は、当社と資本・商取引等の関係にあり、そ
の他の兼職先につきましても同社と資本・商取引等の関係にあります。当社は同社並びにその他の兼職先
各社とさまざまな連携を継続的に検討し、企業価値の向上を図っております。
社外取締役伊能美和子氏の兼職先である㈱タカラトミー、㈱学研ホールディングス、㈱ギフティ、ビー

ウィズ㈱および㈱Yokogushistは、当社と資本・商取引等の関係はありません。
社外監査役吉武靖浩氏の兼職先であるメインストリート・アドバイザリー合同会社は、当社と資本・商

取引等の関係はありません。
・当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 取締役会 監査役会 主な活動状況

社外取締役 鈴 木 嘉 一 15／18回
（83.3％） ―

当事業年度開催の取締役会には、18回中15回に出
席し、企業経営・営業・マーケティング等で培われ
た豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、
業務執行者から独立した客観的な立場から取締役会
の意思決定の妥当性、適正性を確保するための助
言・提言を行っております。

社外取締役 伊 能 美和子 13／14回
（92.9％） ―

社外取締役就任後開催の取締役会には、14回中13
回に出席し、企業内起業家及び企業経営者としての
豊富な経験と幅広い見識から意見を述べるなど、業
務執行者から独立した客観的な立場から取締役会の
意思決定の妥当性、適正性を確保するための助言・
提言を行っております。

社外監査役 和井田 堯 彦 18／18回
（100％）

12／12回
（100％）

当事業年度開催の取締役会には、18回中18回に出
席し、疑問点を明らかにするために適宜質問し、意
見を述べております。また当事業年度開催の監査役
会には、12回中12回に出席し、監査結果について
意見交換、監査に関する重要事項の協議を行ってお
ります。

社外監査役 吉 武 靖 浩 18／18回
（100％）

12／12回
（100％）

当事業年度開催の取締役会には、18回中18回に出
席し、疑問点を明らかにするために適宜質問し、意
見を述べております。また当事業年度開催の監査役
会には、12回中12回に出席し、監査結果について
意見交換、監査に関する重要事項の協議を行ってお
ります。
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会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人
② 会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 45百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額 45百万円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を
明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載して
おります。

2.当社監査役会は、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計
画と実績の比較、監査時間および報酬額を確認し、当事業年度の監査予定時間および報酬額の妥当性を検討した結果、
監査法人の報酬につき、会社法第399条第１項の同意をしております。

3.上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬3百万円を支払いっております。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会

に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員

の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招
集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。
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業務の適正を確保するための体制
当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会に

おいて決議しております。その概要は以下のとおりであります。
（1）当社および当社グループ会社の取締役、従業員の職務執行が法令・定款に適合することを

確保するための体制
① 当社は「経営理念」および社員の行動基準である「ＫＵＺＥ ＷＡＹ」を定め、これをすべての判断基

準に据えて、目指すべき企業の実現のため邁進する。
② 業務が適正に遂行される体制構築のため、「基本規程」、「組織運営規程」、「就業規程」、「業務管理規程」

等を定める。
③ 取締役が他の取締役の法令または定款違反を発見した場合は、直ちに監査役会および取締役会に報告す

る。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
① 取締役の職務の執行に係る情報は、「文書管理規程」に基づき、適切に保存および管理を行う。
② 取締役および監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。

（3）当社および当社グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制の基礎として、「危機管理マニュアル」を定め、事業の推進に伴って生じ得るすべての

リスクを詳細に把握・分析しこれに備える。
② 定期的に開催されるリスク・コンプライアンス管理委員会において、各部門で発生しているリスクを共

有化するとともに対応策を指示する。
③ 不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする対策本部を設置し、情報連絡チームおよび顧問弁

護士等を含む外部アドバイザーチームを組織し、迅速な対応を行い、損害の拡大を最小限に止める体制
を整える。

（4）当社および当社グループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制

① 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を月１回定
時開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催するものとし、当社の経営方針および経営戦略に係る重
要事項については事前に取締役、監査役によって構成される常務会において議論を行い、その審議を経
て執行決定を行うものとする。
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② 取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」に、それぞれの責任者お
よびその責任、執行手続きの詳細について定めることとする。

（5）当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
① 子会社における業務が適正に遂行される体制構築のため、グループ共通の「経営理念」並びに社員の行

動基準である「ＫＵＺＥ ＷＡＹ」を定め、それを基礎としてグループ各社で規程を定めている。ま
た、管理業務の一元化（人事・総務、経理・財務、情報システム）により適切な業務管理を行う。

② 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告と重要事項につ
いて事前協議を行う。

③ 取締役は子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査
役に報告する。

（6）監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関す
る事項

① 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合は、必要に応じて監査役の業務補助者を
置くこととし、その人事については取締役と監査役が意見交換を行い、監査役の了承を得るものとす
る。

② 監査役が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査役に移譲されたものとし、
取締役の指揮命令は受けないものとする。

（7）取締役および従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
① 監査役は取締役会、常務会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類を閲覧する。取締役

は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。
② 取締役および従業員は、重要な法令・定款違反等および当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知

ったときは、遅延なく監査役に報告する。また、監査役は、必要に応じて取締役および従業員に対し報
告を求めることができる。

③ 当社は、前号に従い監査役への報告を行った当社および当社グループ会社の取締役および従業員に対し
て不利益な取扱いを行うことを禁じ、その旨を当社グループ会社の役員および従業員に周知徹底する。

④ 監査役の職務執行に関して生ずる費用については、会社の経費予算の範囲内において、担当部門におい
て審議の上、不要であるとの証明がなされた場合を除き速やかに会社が負担する。
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（8）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 監査役は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査部に調査を求めることがで

きる。
② 監査役は、取締役と定期的に意見および情報の交換を行う。

（9）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその整備状況
① 当社は市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関係を持たず、さらに反

社会的勢力および団体からの要求を断固拒否し、これらと係わりある企業、団体、個人とはいかなる取
引も行わないとする方針を堅持する。

（10）財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
① 当社は金融商品取引法およびその他の法令の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に

行われる体制の整備、運用、評価を継続的に行い、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

（1）定時取締役会を毎月１回、また必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な情報共有並びに業務遂行に努
めました。当事業年度におきましては計18回開催いたしました。

（2）リスク・コンプライアンス管理委員会を四半期ごとに開催し、事件・事故の発生状況並びに内部統制シス
テム整備の一環として、リスクや問題点の把握、課題解決に向けた対応策の協議を行いました。

（3）コンプライアンスについては、従業員の行動基準である「ＫＵＺＥ ＷＡＹ」の入社時研修およびＥラー
ニングを利用したコンプライアンス教育を行いました。

（4）関係会社の管理については「関係会社管理規程」を定め、諸施策の事前承認並びに活動の結果、管理体制
について報告を受けました。

（5）監査役は、取締役および使用人の職務の執行について監査を行うとともに、監査役会を12回開催し、監査
に関する重要事項について協議を行いました。また、各取締役と情報交換を行うなど、執行部門と監査部
門の連携を図りました。

（6）内部監査部は、実施した監査について社長および監査役に報告するとともに、取締役会に報告いたしまし
た。
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連結株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合 計

当期首残高 100 999 6,177 △0 7,277
当期変動額
剰余金の配当 - - △194 - △194
親会社株主に帰属する
当期純利益 - - 1,758 - 1,758
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） - - - - -

当期変動額合計 - - 1,564 - 1,564
当期末残高 100 999 7,742 △0 8,842

その他の包括利益累計額
純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為 替 換 算調 整 勘 定
退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 745 0 △111 7 642 7,919
当期変動額

剰余金の配当 - - - - - △194

親会社株主に帰属する
当期純利益 - - - - - 1,758

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 136 △0 41 3 181 181

当期変動額合計 136 △0 41 3 181 1,745
当期末残高 881 - △70 11 823 9,665
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連 結 注 記 表
（連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記）
1. 連結の範囲に関する事項
（1）連結子会社の数 5社

連結子会社の名称
キスコフーズ株式会社
株式会社久世フレッシュ・ワン
KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED
久世（香港）有限公司
旭水産株式会社

（2）非連結子会社の数 1社
非連結子会社等の名称
斎藤商業株式会社

連結の範囲から除いた理由
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）及び利益剰

余金（持分相当額）等はいずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていない為、連結の範囲から除外
しております。

2. 持分法の適用に関する事項
（1）持分法を適用した関連会社の数 ２社

会社等の名称
上海日生食品物流有限公司
久華世（成都）商貿有限公司

（2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の数 3社
会社等の名称
斎藤商業株式会社
JFCフレッシュ株式会社
東京中央食品株式会社

持分法を適用しない理由
持分法を適用しない会社は、当期純損益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等
から見て、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重
要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

（3）持分法の適用の手続について特に記載すべき事項
持分法適用会社のうち、上海日生食品物流有限公司及び久華世（成都）商貿有限公司の決算日は12月
31日であり、各社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社のうち、久世（香港）有限公司の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成に
あたっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上
必要な調整を行っております。
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4. 会計方針に関する事項
（1）重要な資産の評価基準および評価方法

① 有価証券
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
ａ 商品・製品・原材料

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方
法により算定）

ｂ 貯蔵品
主として最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）

（2）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）

主として、建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他については定率法を採用しており
ます。ただし、賃貸用のものについては定額法、並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設
備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物及び構築物 ２年〜50年
機械装置及び運搬具 ２年〜12年
その他 ２年〜20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）
主として定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は、次のとおりであります。
ソフトウェア（自社利用分） ５年（社内における利用可能期間）
その他 10年

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

（3）重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定
の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分を計上し
ております。

③ 役員退職慰労引当金



56

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上して
おります。

（4）収益および費用の計上の基準
当社グループは主に食材卸売業と食材製造業を行っており、これらの約束した財またはサービスの

支配が顧客へ移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認
識しております。なお、商品または製品の国内販売において、顧客による検収時までの期間が国内に
おける出荷および配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合に
は、出荷時に収益を認識しております。
また、輸出販売は、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した

時に収益を認識しております。
なお、商品販売のうち、当社グループが代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者

が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識
しております。

（5）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につ
いては、給付算定式基準によっております。連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採
用しております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（５年）により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度より費用処理しております。

③ 未認識数理計算上の差異の会計処理方法
未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計
額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

（6）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象

a.ヘッジ手段 ……… 為替予約
b.ヘッジ対象 ……… 買掛金

③ ヘッジ方針
為替変動リスクの低減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性の評価
ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、ヘッジの有効性を評価しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性

（1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した当社（株式会社久世）の繰延税金資産及び負債の金額
当連結会計年度に計上した繰延税金資産額 ー百万円
当連結会計年度に計上した繰延税金負債額 241百万円
（繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産額） 227百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、取締役会で承認された事業計画を基礎に見積った課税所得に基づき、将来減算一時差異に対す
る繰延税金資産の回収可能性を判断しております。

②主要な仮定
事業計画における主要な仮定は、売上高成長率であります。売上高成長率は過去の実績に基づき、市場
環境・業界動向や新規受注見込みを考慮し、策定しております。

③翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった
場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性
があります。

（連結貸借対照表に関する注記）
1. 担保に供している資産およびこれに対応する債務
（1）担保に供している資産

建 物 72百万円
土 地 384百万円
その他（無形固定資産） 36百万円

計 493百万円
（2）担保付債務

一年内返済予定の長期借入金 100百万円
長 期 借 入 金 200百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 4,212百万円
（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普通株式 4,626,327株
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２. 配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基準日 効力発生日

2025年６月26日
定時株主総会 普通株式 194 42.0 2025年３月31日 2025年６月27日

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
2026年6月24日開催の定時株主総会に次のとおり付議いたします。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2026年６月24日
定時株主総会 普通株式 208 利益剰余金 45.0 2026年３月31日 2026年６月25日

（金融商品に関する注記）
1. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取り組み方針

当連結会計年度末現在、当社グループは、主に卸売事業を行うための事業計画に照らして、必要な資金
は主に銀行借入にて資金調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、短
期的な運転資金を銀行借入により調達しております。なお、当社グループは投機的な取引は行わない方
針であります。

（2）金融商品の内容およびリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクが存在します。投資有価証券は、業務上の関係を有する企
業の株式等であり、市場価格の変動リスクおよび発行主体の信用リスク等が存在します。
営業債務である買掛金及び未払金は、すべて１年以内に支払期日が到来します。借入金は、主に運転資
金に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で７年後であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とする為替予
約であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評
価方法については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項
（6）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
売掛金については、販売管理規程に従い、営業部門で取引先の信用状況を把握するとともに債権回収の
期日管理を行い、回収懸念の早期把握に努めております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業と
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の関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき経理担当部門が適時に資金繰り計画を作成・更新するとと
もに、その見込みとの乖離を随時把握することで流動性リスクを管理しております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合に算定された価格が含まれて
おります。当該価格の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ
とにより、当該価格が変動することもあります。

２. 金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額79百万円）は、「投資有価証券」には含
めておりません。
また「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」、「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
（単位：百万円）

連 結 貸 借 対 照 表
計 上 額 時 価 差 額

投資有価証券 1,897 1,897 -
資産計 1,897 1,897 -
長期借入金（１年内返済予定を含む） 1,700 1,670 △30
負債計 1,700 1,670 △30
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３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産または負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時

価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接または間接的に観察可能なインプットを用いて算定

した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
投資有価証券
その他有価証券
株式 1,897 - - 1,897

資産計 1,897 - - 1,897
（注）時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明

投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されるため、その時価をレ

ベル1の時価に分類しております。
（２）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産および金融負債

（単位：百万円）

区分
時価

レベル1 レベル2 レベル3 合計
長期借入金 - 1,670 - 1,670

負債計 - 1,670 - 1,670
長期借入金
これらの時価は、元金利の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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（収益認識に関する注記）
１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）

区分
報告セグメント

その他
（注） 合計食材卸売

事業
食材製造
事業 計

首都圏 56,015 5,834 61,849 156 62,006

中京圏 350 211 561 - 561

関西圏 8,675 578 9,254 - 9,254

海外その他 1,378 296 1,674 - 1,674
顧客との契約から
生じる収益

66,419 6,920 73,339 156 73,496

その他の収益 - - - 7 7

外部顧客への売上高 66,419 6,920 73,339 163 73,503
（注）その他の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業及び物流受託
事業です。
２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、「４.会計方針に関する事項(4)収益および費用の計上の基準」に
記載のとおりであります。

３.当期および翌期以降の金額を理解するための情報
（1）契約残高

当社および連結子会社の契約残高は顧客との契約から生じた債権であり、連結貸借対照表において
売掛金として表示しております。契約資産、契約負債に該当するものはありません。
また、当連結会計年度において、過去の期間に充足または部分的に充足した履行義務から認識した
収益の額はありません。

（2）残存履行義務に配分した取引価格
当社および連結子会社では、当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務
に配分した取引価格の総額および収益が見込まれる期間の記載を省略しております。また顧客との契
約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（１株当たり情報に関する注記）
1. １株当たり純資産額 2,089円27銭
2. １株当たり当期純利益 380円20銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書（2025年４月１日から2026年３月31日まで） （単位：百万円）

株主資本

資本金
資本剰余金 利 益 剰 余 金

資本準備
金

その他資本
剰余金

資本剰余
金合計

利益準
備金

その他利益剰余金
別途積立金 繰越利益

剰 余 金
当期首残高 100 566 476 1,042 15 1,110 2,376
当期変動額
剰余金の配当 - - - - - - △194
当期純利益 - - - - - - 1,236
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） - - - - - - -

当期変動額合計 - - - - - - 1,042
当期末残高 100 566 476 1,042 15 1,110 3,418

株主資本 評価・
換算差額等

純資産合計利益剰余金
自己株式 株主資本

合 計
その他有価
証券評価
差額金

評価・換算
差額等合計利益剰余金

合 計
当期首残高 3,501 △0 4,643 743 743 5,387
当期変動額
剰余金の配当 △194 - △194 - - △194
当期純利益 1,236 - 1,236 - - 1,236
株主資本以外の項目の
当期中の変動額（純額） - - - 135 135 135

当期変動額合計 1,042 - 1,042 135 135 1,178
当期末残高 4,543 △0 5,686 879 879 6,565
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個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準および評価方法
（1）有価証券

① 子会社株式および関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2）棚卸資産
① 商品

総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

② 貯蔵品
最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

２. 固定資産の減価償却方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他については定率法を採用しております。ただ
し、賃貸用のものについては定額法並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に
ついては、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 ２年〜45年
構築物 10年〜20年
工具器具備品 ２年〜20年
その他 ７年〜12年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法を採用しております。
なお、主な償却年数は、次のとおりであります。
ソフトウエア（自社利用分） 5年（社内における利用可能期間）
その他 10年

（3）長期前払費用
均等償却によっております。
なお、主な償却期間は5年であります。
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（4）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

３. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（2）賞与引当金
従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しており
ます。

（3）退職給付引当金
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について
は、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数（５年）により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理しております。

（4）役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末支給額を計上しております。

４. 収益および費用の計上基準
当社は主に食材卸売業を行っており、これらの約束した財またはサービスの支配が顧客へ移転した時点

で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、商品ま
たは製品の国内販売において、顧客による検収時までの期間が国内における出荷および配送に要する日数
に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合には、出荷時に収益を認識しております。
また、輸出販売は、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に

収益を認識しております。なお、商品販売のうち、当社が代理人に該当すると判断したものについては、
他の当事者が提供する商品と交換に受け取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益とし
て認識しております。

５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の
方法と異なっております。
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（会計上の見積りに関する注記）
繰延税金資産の回収可能性
（1）当事業年度の計算書類に計上した金額

当 事 業 年 度 に 計 上 し た 繰 延 税 金 資 産 額 −百万円
当 事 業 年 度 に 計 上 し た 繰 延 税 金 負 債 額 241百万円
（繰延税金負債と相殺前の繰延税金資産額） 227百万円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①算出方法
当社は、取締役会で承認された事業計画を基礎に見積った課税所得に基づき、将来減算一時差異に対

する繰延税金資産の回収可能性を判断しております。
②主要な仮定

事業計画における主要な仮定は、売上高成長率であります。売上高成長率は過去の実績に基づき、市
場環境・業界動向や新規受注見込みを考慮し、策定しております。

③翌事業年度の計算書類に与える影響
これらの見積りにおいて用いた仮定が、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場

合、翌事業年度以降の計算書類において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
（貸借対照表に関する注記）

１. 関係会社に対する金銭債権債務
短 期 金 銭 債 権 85百万円
長 期 金 銭 債 権 472百万円
短 期 金 銭 債 務 543百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 2,042百万円
３. 担保に供している資産およびこれに対応する債務
（1）担保に供している資産

建 物 72百万円
土 地 384百万円
借 地 権 36百万円

計 493百万円
（2）対応する債務

一年内返済予定の長期借入金 100百万円
長 期 借 入 金 200百万円

（損益計算書に関する注記）
関係会社との取引高
売 上 高 203百万円
仕 入 高 4,349百万円
販売費及び一般管理費 1百万円
営業取引以外の取引高 49百万円



66

（株主資本等変動計算書に関する注記）
当事業年度末における自己株式の種類および株式数
普通株式 51株

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）
関係会社株式評価損 96百万円
賞与引当金 72百万円
役員退職慰労引当金 68百万円
退職給付引当金 67百万円
貸倒引当金 47百万円
投資有価証券評価損 42百万円
資産除去債務 32百万円
フリーレント賃料 22百万円
未払事業税 19百万円
その他 31百万円
繰延税金資産小計 501百万円
評価性引当額 △274百万円
繰延税金資産合計 227百万円

（繰延税金負債）
その他有価証券評価差額金 △442百万円
資産除去債務に対応する除去費用 △6百万円
その他 △20百万円
繰延税金負債合計 △469百万円

繰延税金資産（負債）の純額 △241百万円
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（関連当事者との取引に関する注記）
１. 子会社および関連会社等

種類 会社等の名称 議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 キスコフーズ
株式会社

（所有）
直接100.0％

商品の販売及び
仕入等
役員の兼任

営業取引 製品の仕入
（注１、２） 1,850 買掛金 191

子会社 株式会社久世
フレッシュ・ワン

（所有）
直接100.0％

同社商品購入
資金の貸付
役員の兼任

営業取引
以外の取引

資金の貸付
（注３） ー 長期貸付金 392

利息の受取
（注４） 6 ー ー

関係会社 国分グループ本社株
式会社

（被所有）
直接20.0％

商品の販売及び
仕入等
役員の兼任

営業取引 製品の仕入
（注１、２） 826 買掛金 193

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）1. 取引条件は、市場相場を勘案し決定しております。

2. 記載金額のうち、取引金額には消費税等を含まず、期末残高には消費税等が含まれております。
3. 関係会社への貸付金に対し、合計30百万円の貸倒引当金を計上しております。
4. 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

２. 役員および個人主要株主等
種類 会社等の名称

または氏名
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者との
関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

役員およびそ
の近親者が議
決権の過半数
を所有してい

る会社

株式会社パートナー
（注2）

（被所有）
3.10% 役員の兼任

不動産の賃借（注1） 43 前払費用 3

― ― 敷金及び
保証金 29

取引条件および取引条件の決定方針等
（注）1. 株式会社パートナーからの本社用地の賃借料については不動産鑑定士の鑑定評価額に基づき決定しております。また、賃

料の８ヶ月分相当を保証金として差し入れております。
2. 株式会社パートナーは、当社代表取締役社長久世真也およびその近親者が議決権の過半数を保有しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表（収益認識に関する注記）

に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
（１株当たり情報に関する注記）

1. １株当たり純資産額 1,419円22銭
2. １株当たり当期純利益 267円36銭

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。


